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○ 取扱い

原則として、増歯での有床義歯修理に対する仮床試適の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

増歯が必要な有床義歯の修理時に、顎堤が著しく吸収し、咬合関係の再

現が難しい場合等においては、仮床試適を行ってから人工歯を排列するこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。


